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∎ 職場のパワーハラスメント（パワハラ）防止義務を新設する労働施策総合推進法に基づく 

パワーハラスメント防止対策の法制化や女性活躍推進法改正案など 5 法案が令和元年 5 月 29

日に参院本会議で可決成立しました。 

大企業は 2020 年、中小企業は 22 年から施行される見込みです。 

 

主要点は 

 

∎ パワハラを、「職場にいて行われる優越的な関係を背景とした言動」と定義 

∎ パワハラの禁止を「就業規則」に盛り込むこと 

∎ 相談者のプライバシー保護の徹底を図ること 

∎ パワハラが常態化しており改善が見られない企業名を公表すること 

※ 罰則付きの規定は見送られました。 

※ 具体的なパワハラ行動の線引きは難しく難航が予想され、年内にも「指針」で示される見

通しです。 

∎ ただ、中小企業においてはどこまで実効性のあるものが作れるかは分らないとの意見もある。 

（2019/5/30） 

 

政府・与党は、野党との修正協議も視野に入れ、今通常国会（第 198 回・1/28 召集～回期終了 

令和元年 6/26）での成立を目指していました。 

 

尚、立憲民主党が取りまとめたセクハラ禁止法案、パワハラ規制法案など 3 法案を野党 4

会派で衆院に提出していたが、野党案は賛成少数で否決されました。 

           

 

パワーハラスメント対策法 ・ 女性活躍推進法改正 

2019/5/29（令和元年５月 29 日）参院本会議で可決成立 
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┃ パワーハラスメント防止対策の法制化 

 

 

従来、セクシャルハラスメントには防止義務があるが、パワハラは法律による規制がなかった。 

「いじめ・嫌がらせ」などパワハラを含む労働相談が労働局に多数寄せられており、パワハラ

は社会問題化しています。 

 

法案では、相談窓口の設置など新たなパワハラ防止措置の義務付けやパワハラをした人の処分

規定の策定、相談した人のプライバシー保護などを想定している。 

 

① 労働施策総合促進法に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解

決の促進」（ハラスメント対策）を明記 

 

② パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、

紛争調整委委員会による調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のため

の規定の整備 

 

③ セクシャルハラスメント等の防止対策の強化（均等法・育児介護休業法・労働施策総合推

進法） 

① セクシャルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確   

  化 

② 労働者が事業主にセクシャルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主に

よる不利益取扱いを禁止 

 

● 施行期日は、公布日から起算して１年を超えない範囲内で政令の定める日 

②の措置義務について、中小企業は３年を超えない範囲内において政令で定める日まで

は努力義務で 
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┃「女性活躍推進法」改正案 

 

④ ⼀般事業主⾏動計画の策定等の義務の対象拡⼤ 

女性活躍推進法では女性登用の数値目標を策定する対象企業に社員 300 人以上から 101 人以

上の事業主に拡大 

 

⑤ 基準に適合する認定一般事業主の認定 

女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度の創設（プラチナえるぼ

し（仮称））の創設 

 

➏ 女性の職業選択に資する情報の公表 

  ・情報公表義務の対象を常用労働者 101 人以上の事業主に拡大 

  ・常用労働者 301 人以上の事業主については、現在１項目以上の公表を求めている情     

   報公表項目を 

① 職業生活に関する機会の提供に関する実績 

② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績に関する項

目に区分し、各区分から１項目以上公表すること 

     又、情報、公表に関する勧告に従わなかった場合には企業名公表ができること 

● 施行期日は、公布日から起算して１年を超えない範囲内で政令の定める日。但し、対象

拡大は３年となっている。 

パ ワ ー ハ ラ ス メ ン ト 防 止 対 策 法 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44523680Y9A500C1PP8000/ 

 

□ 女 性 活 躍 推 進 法 改 正 案 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00002.html 

 

                          

アクセス メトロ 有楽町線・副都心線 成増駅 1 分 出口 4 番 

すぐ目の前 (1 階ミスド) 

東武東上線 成増駅南口 3 分 川越街道 三井住友銀行向かい正面  

  特定社会保険労務士事務所     小山労務管理事務所   

〒175-0094 東京都板橋区成増 1-28-15 林屋ビル 10F ０３-３９３９-５２２２ 

= 長年の体験事例 真摯な対応 任せて安心 ＝ 

         

     


